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公の施設の指定管理者監査結果報告書 
 

第１ 監査の概要 
１ 監査の対象 

株式会社図書館流通センター 
（管理する施設：大阪狭山市立図書館） 

 
２ 監査の範囲 

平成２４年４月１日から平成２４年１２月３１日までの施設の管理に係る出納その他の事務 
 
３ 監査の実施期間 

平成２５年２月８日から平成２５年２月２６日まで 
 
４ 実施した監査手続 

大阪狭山市立図書館の管理に係る出納・その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを

主眼とし、指定管理者から提出された出納関係帳票その他関係書類に基づいて帳簿突合等を行うとと

もに、担当者からの聞き取り、質疑を加える等の方法で監査を実施した。 
また、所管部局である教育部社会教育・スポーツ振興グループの指定管理者制度に係る事務の執行

について、同グループから提出された関係書類に基づいて監査を実施した。 
 
第２ 監査の結果等 
１ 指定管理の概要 
 指定管理者 株式会社図書館流通センター 
 指定期間  平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 

 所管部局  教育部社会教育・スポーツ振興グループ 

 指定管理料 ７１，４０２，０００円（平成２４年度） 
 利用料金制の採用 なし 

 
２ 施設等の概要 
 名称    大阪狭山市立図書館 
 所在地   大阪狭山市今熊一丁目１０６番地 

 設置年月日 昭和５２年５月１０日 

 設置目的  図書、その他必要な書類を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、そ

の教養、調査研究、レクリエーション等に資すること（図書館法第２条）を目的と

して設置する。 

 業務内容 

① 運営に関する業務 

② 施設及び設備の維持管理に関する業務 

③ 図書館事業に関する業務 

 施設の利用者数  ８０，４７１人（平成２４年４月から平成２５年１月末まで） 



 

３ 指定管理者の概要 

 所在地   東京都文京区大塚３丁目４番７号 
 設立年月日 昭和５５年１２月２０日 
 職員数   職員１６名（パート等含む。） 

 
４ 監査の結果と意見 

株式会社図書館流通センターが行う大阪狭山市立図書館の管理に係る出納・その他の事務について

は、関係法令等に従い概ね適正に執行されているものと認められた。 
今後も引き続き適正な事務の執行に努められたい。 

 


